
(証券コード 3045)
2025年11月10日

株 主 各 位
大阪府泉北郡忠岡町新浜２丁目９番10号

代表取締役社長 川 崎 久 典

第54回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第54回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げま

す。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェ

ブサイトに「第54回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しておりま

す。

当社ウェブサイト https://www.kawasaki-corp.co.jp

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト （東証上場会社情報サービス)

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」

「縦覧書類/PR 情報」を順に選択の上、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネットにより議決権を行使するこ

とができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、後述

のご案内に従って2025年11月25日（火曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださ

いますようお願い申し上げます。

敬 具
記

1. 日 時 2025年11月26日（水曜日）午前10時 （受付開始：午前９時30分）

2. 場 所 大阪府泉北郡忠岡町新浜２丁目９番10号

当社 ６階ホール（カワサキプラザ）

3. 目 的 事 項

報 告 事 項 第54期（2024年９月１日から2025年８月31日まで）事業報告及び

計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 監査等委員以外の取締役２名選任の件

第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
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4.議決権行使についてのご案内
（1）書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年11月25日
（火曜日）午後５時30分までに到着するようご返送ください。

（2）インターネットによる議決権行使の場合
インターネットにより議決権を行使される場合には、別添（３頁）の「インターネ
ットによる議決権行使のご案内」をご高覧の上、 2025年11月25日（火曜日）午後
５時30分までに行使してください。

（3）書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネッ
トによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネッ
トによって複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決
権行使としてお取扱いいたします。

(4) 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされ
たものとして取り扱わせていただきます。

以 上
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願

い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていた

だきます。

― 2 ―

2025年10月24日 10時43分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、予め次の事項をご了承いただきますようお願い

申し上げます。

１．議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただ

くことによってのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス https://www. w
ウェブ行使

eb54 .net

２．議決権行使の方法について

（１）パソコンをご利用の方

上記アドレスにアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及

び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

（２）スマートフォンをご利用の方

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQR コ

ード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要のスマ

ートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。

なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QR コードを読み取り、議決

権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力いただく必要があります。

３．議決権行使のお取扱いについて

（１）議決権の行使期限は、2025年11月25日（火曜日）午後５時30分までとなっておりますので、お早

めの行使をお願いいたします。

（２）書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるもの

を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回数議決権

を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

（３）議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金

等）は、株主様のご負担となります。

（４）パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイ

トがご利用できない場合があります。

４．パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

（１）パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印

鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。

（２）パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場

合は、画面の案内に従ってお手続きください。

（３）議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。
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５．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

（１）本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合

わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

［電話］ 0120（652）031 （受付時間 9:00～21:00 ）

（２）その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。

ア．証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせください。

イ．証券会社に口座のない株主様（特別口座の株主様）

三井住友信託銀行 証券代行部

［電話］ 0120（782）031 （受付時間 9:00～17:00 土・日・祝日及び12/31～1/3を除く）

以 上
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事 業 報 告

(2024年９月１日から
2025年８月31日まで)

Ⅰ. 会社の現況に関する事項

1. 事業の経過及びその成果

当事業年度における我が国経済は、雇用・所得環境においては緩やかな回復傾向が

見られたものの、世界経済では米国の通商政策の影響に加え、中東地域の地政学的リ

スクの顕在化や、それに伴う資源・原材料価格の高騰、さらに円安による物価上昇が

節約志向を高める要因となり、個人消費は低調に推移いたしました。その結果、国内

外の経済見通しは依然として不透明な状況が続いております。

このような環境下において、当社の服飾事業は、物価高による消費冷え込みの影響

を受けつつも、売上は前年実績をわずかながら上回り、収益面でも改善を図ることが

できました。賃貸・倉庫事業は、引き続き安定した業績を維持し、当社の中核事業と

して堅調に推移しております。ホテル事業につきましては、大阪・関西万博を契機に

多くの観光客が関西を訪れていることから、宿泊稼働率の上昇などの好影響を受けて

おります。

その結果、当事業年度の業績は売上高2,291,251千円（前年同期比5.0％の増加）、営

業利益516,121千円（前年同期比28.3％の増加）、経常利益514,762千円（前年同期比

26.1％の増加）、当期純利益338,186千円（前年同期比15.2％の増加）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（服飾事業）

当事業部門におきましては、継続する物価上昇による消費低迷や円安に伴うコスト

増の影響を受けました。しかしながら、新製品の投入や通販会社向け売上の増加に加

え、自社ECサイトが軌道に乗り始めたことなどから売上は増加いたしました。また、

価格改定の効果もあり、営業損失は改善しております。

その結果、売上高は537,913千円（前年同期比2.5％の増加）、営業損失は19,117千円

（前年同期は37,787千円の営業損失）となりました。

（賃貸・倉庫事業）

当事業部門におきましては、引き続き倉庫の稼働率は高く、物流需要の堅調さを背

景に安定した収益を維持しております。その結果、売上高は1,402,591千円（前年同期

― 5 ―

2025年10月24日 10時43分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



比2.7％の増加）、営業利益は588,850千円（前年同期比6.2％の増加）となりました。

（ホテル事業）

当事業部門におきましては、ビジネス利用や大阪・関西万博による宿泊稼働率の向

上、並びにコロナ後の宴会需要の回復などにより、業績は改善しております。なお、

引き続きお客様に快適にお過ごしいただけるよう、施設のリニューアルを継続してお

ります。

なお、当事業年度においても、リニューアル工事に伴う費用が発生したこと等から、

売上高は350,746千円（前年同期比20.0％の増加）、営業損失は53,611千円（前年同期

は114,227千円の営業損失）となりました。
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2. 設備投資の状況
当事業年度中において実施した設備投資の総額は111,967千円であります。
当事業年度中に取得した主要な固定資産
（賃貸・倉庫事業資産）

カワサキ貝塚テクノプラザ増築費用 89,776千円

3. 資金調達の状況
設備投資に必要な資金は、短期及び長期借入金により調達しております。

4. 対処すべき課題
当社の服飾事業につきましては、当社レイクアルスターのブランドイメージは

浸透しておりますが、引き続きブランド力強化のため、①新製品の開発、②販売
チャネルの拡大等の施策の推進に努めます。賃貸・倉庫事業につきましては、賃
貸物件の新たな取得を行い、さらに安定的な収益基盤の強化に努めてまいります。
ホテル事業につきましては、客単価及び宿泊稼働率のアップを図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申
し上げます。

5. 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

6. 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

7. 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

8. 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
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9. 財産及び損益の状況の推移

区 分
第51期

2021 年 ９ 月 １ 日 か ら
2022 年 ８ 月 31 日 ま で

第52期
2022 年 ９ 月 １ 日 か ら
2023 年 ８ 月 31 日 ま で

第53期
2023 年 ９ 月 １ 日 か ら
2024 年 ８ 月 31 日 ま で

第54期（当期）
2024 年 ９ 月 １ 日 か ら
2025 年 ８ 月 31 日 ま で

売 上 高 (千円) 1,525,146 1,748,052 2,182,874 2,291,251

経 常 利 益 (千円) 245,224 290,018 408,285 514,762

当期純利益 (千円) 798,044 205,130 293,445 338,186

１株当たり当期純利益 （円） 371.40 95.47 136.57 157.58

総 資 産 (千円) 6,825,898 7,560,912 8,122,237 8,058,568

純 資 産 (千円) 5,258,133 5,355,826 5,554,727 5,755,510

１株当たり純資産額（円） 2,447.08 2,492.54 2,585.11 2,698.65

10. 主要な支店
本社・新浜ＰＤセンター 大阪府泉北郡忠岡町新浜２丁目９番10号

大阪支店 大阪市中央区船場中央１丁目４番３－Ｂ108号

東京支店 東京都品川区西五反田７丁目21番11号

11. 主要な事業内容
（1）タオル、身の回り品の製造、売買及び輸出入業
（2）不動産の賃貸業
（3）営業倉庫業
（4）太陽光発電事業
（5）ホテル事業

12. 主要な借入先

借 入 先 借 入 金 残 高 (千円)

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 353,000

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 317,300

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 205,000

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 150,000

13. 従業員の状況
従 業 員 数 前事業年度末比増減

61名 2名増

(注) 従業員数には臨時雇用者数（期中平均雇用人数26名）は含まれておりません。
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14. 重要な親会社及び子会社
該当事項はありません。

15. その他会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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Ⅱ. 会社の状況に関する事項（2025年８月31日現在）
1. 会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 11,400,000株

(2) 発行済株式の総数 2,132,740株（自己株式768,260株を除く）
(3) 株主数 2,206名

(4) 大株主（上位10位）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 Ｋ Ｗ Ｓ 861千株 40.38％

川 崎 貴 美 子 182千株 8.53％

光 通 信 株 式 会 社 158千株 7.45％

川 崎 久 典 140千株 6.56％

株式会社商工組合中央金庫 50千株 2.34％

川 崎 悟 48千株 2.27％

岩 切 雅 代 35千株 1.66％

株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 35千株 1.66％

関 谷 幸 平 30千株 1.43％

株 式 会 社 UH Partners 2 30千株 1.43％

（注）当社は、自己株式768千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

2. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等

地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況

代表取締役社長 川 崎 久 典

取 締 役 片 岡 英 隆
営業統括、
東京支店長

取締役（監査等委員) 明 松 英 之 明松英之公認会計士事務所 代表

取締役（監査等委員) 逵 吉 隆 逵登記測量事務所 代表

取締役（監査等委員) 小 西 勝 エアーズ社会保険労務士法人 代表

（注）1.取締役（監査等委員）明松 英之氏、逵 吉隆氏及び小西 勝氏は、会社法第２条第15号に
定める社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

2.取締役（監査等委員）明松 英之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関
する相当程度の知見を有するものであります。

3.監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織
的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監
査等委員を選定しておりません。

4.社外取締役の重要な兼職先と当社との間には、特別な関係はありません。

(2) 取締役の報酬等の額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
( 監 査 等 委 員 を 除 く )

2名 33,013千円

取締役（監査等委員 )
( う ち 社 外 取 締 役 )

3名
（ 3名)

4,800千円
( 4,800千円)

合 計 5名 37,813千円

（注）1.取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
2.取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額の総額は年額80,000千円以内であ
り、2015年11月26日開催の第44回定時株主総会において決議しております。当該定時株主
総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数は２名です。

3.監査等委員である取締役の報酬限度額の総額は年額10,000千円以内であり、2015年11月
26日開催の第44回定時株主総会において決議しております。当該定時株主総会終結時点の
監査等委員である取締役の員数は３名です。

4.上記の支給額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額3,000千円（取締役（監
査等委員を除く)2,400千円、取締役（監査等委員）600千円）が含まれております。

5.当社では取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬を支給しております。賞与並びに業績連
動指標に基づいてのみ算出される業績連動報酬は現時点ではありません。

(3)役員報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する事項
①取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針について
個々の取締役の報酬等の決定については、各職責を踏まえた適正な水準とす

ることを基本方針とし、2021年２月８日の取締役会において決定方針を決議い
たしました。
②決定方針の概要
当社の報酬の構成は、月例の固定金銭報酬のみとし、役位、職責、当社の業

績、他社水準も踏まえて、総合的に勘案して決定しております。
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個人別の取締役の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長
川崎久典氏にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、
当社の業績や従業員給与の水準等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額
の範囲内において、各取締役の職務の内容、職位、職責、実績、業績に対する
貢献度を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。権限を委任した
理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代
表取締役が最も適しているからであります。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会にて審

議を経て承認されており、当該方針に沿うものであると取締役会が判断してお
ります。

(4) 社外役員に関する事項
①当事業年度における主な活動状況

区分 氏名 主な活動状況

社外取締役
(監査等委員)

明 松 英 之

当事業年度開催の取締役会13回のうち13回出席、監査等委
員会12回のうち12回出席し、主に公認会計士としての専門
的見地から、当社の監査基準の改定についての発言を行っ
ております。

社外取締役
(監査等委員)

逵 吉 隆

当事業年度開催の取締役会13回のうち13回出席、監査等委
員会12回のうち12回出席し、司法書士としての専門的見地
から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持について
の発言を行っております。

社外取締役
(監査等委員)

小 西 勝
当事業年度開催の取締役会13回のうち13回出席、監査等委
員会12回のうち12回出席し、社会保険労務士としての専門
的見地から必要な意見の表明を行っております。

②責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役３名は、会社法第427条第１項及び当社定款の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を、その職務を行うにつき善意であり
かつ重大な過失がなかったときは、同法第425条に定める最低責任限度額に限
定する旨の契約を締結しております。
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4. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

監査法人和宏事務所

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
当社が支払うべき報酬等の額 11,500千円
（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記報
酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携
に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監
査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積りの相当性などを確認し、
検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき会社法第399条第１項の同意を行って
おります。

(3) 非監査業務の内容
該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が、会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計
監査人を解任することができます。
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Ⅲ. 会社の体制及び方針
1．業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

当社は、取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について、下記の

とおり決議しております。

（1）当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

①取締役は、業務の適法性、財務諸表の信頼性、コンプライアンスの確保等を達

成するため、法令及び定款を遵守するとともに「取締役会規程」、「監査等委員

会規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等の関連規程のもとに、その役割

及び責任を明確にする。取締役及び使用人は、全社、各部門の単位で、これら

の関連規程に服することを徹底する。

②取締役及び使用人が、法令、定款又は関連規程の違反行為を発見した場合は、

直ちに監査等委員会・取締役会に報告するなど、コンプライアンス体制を強化

する。

③内部監査室は、各部門の業務プロセス等を監査し、不正の発見・防止とプロセ

スの改善に努める。

（2）取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制

取締役の業務執行に係る情報については、法令並びに社内規程の「文書管理

規程」に基づき適切に保存管理し、取締役、監査等委員がこれらの文書を閲覧

できるものとする。

（3）当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①取締役は、それぞれの担当部署において、業務執行に係る種々のリスクの評

価・識別・監視の重要性を認識し、適切なリスク管理体制を整備する。

②取締役営業統括は、社内規程の「与信管理規程」を充実整備し運用する。

③当社の経営に重大な影響を与えるリスクが発生又は発生が予測される場合は、

当該担当取締役は、直ちに代表取締役に報告する。代表取締役は必要に応じ代

表取締役を対策本部長とし、取締役営業統括及び管理担当取締役を副本部長と

する「リスク対策本部」を設置するとともに、顧問弁護士等を含む外部アドバ

イザーに相談し、損害の拡大を防止し損害を最小限に止める体制を整備する。

④内部監査室は、各部門におけるリスク管理状況も監査し、その結果を代表取締

役に報告する体制を整備する。

（4）当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、

取締役の職務執行権限と責任を明確にし、取締役会において取締役の業務執行

状況の監督を行う。

取締役会の決定に基づく業務執行に関しては、幹部社員で構成する経営会議

において業務執行責任を明確にする体制とする。
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（5）監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人

に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員が職務を補助すべき使用人を必要とした場合、監査等委員の職務

を補助すべき使用人を置くものとする。

なお、監査等委員の職務を補助する使用人の人事異動及び評価については監

査等委員会の同意を得た上で決定することとし、取締役からの独立性を確保す

る。

（6）当社の取締役、監査等委員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当

社の監査等委員に報告するための体制その他の当社の監査等委員への報告に関

する体制

監査等委員は、取締役会、経営会議、その他の重要な意思決定会議に出席

し、取締役及び使用人から重要事項の報告を求めるほか情報の交換を行う。ま

た前記にかかわらず監査等委員はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に

対して報告を求めることができる。

（7）監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱い

を受けないことを確保するための体制

情報提供者が不利益を被ることなく、違法や不適切な行為等を相談できるよ

うな経営陣から独立した窓口の設置等に努めてまいります。

（8）監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い、又は債務の処理に係る

方針に関する事項

業務遂行上、第三者の意見や視点が必要と判断される案件については、コン

サルタントや弁護士等の外部専門家を積極的に活用し、検討を行っています。

これらにより生じる費用は、当社が負担しています。

（9）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①監査等委員は、代表取締役と定期的に、監査上の重要課題について意見交換を

行う。

②監査等委員は、内部監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監

査室に調査を求める。

③監査等委員は、会計監査人と定期的に、情報の交換を行うとともに、必要に応

じて会計監査人に説明・報告を求める。
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2．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

内部統制につきましては、内部統制システムの整備及び運用状況のモニタリング

を実施し、取締役会がその内容を確認しております。改訂した業務の適正を確保す

るための体制の運用につきましては、コンプライアンスの徹底、監査等委員への報

告に関する体制強化の観点から、取締役、監査等委員及び全ての従業員が情報共有

するとともに、重要なリスクについて経営のマネジメントサイドの中で統制し、リ

スクの低減を図っております。

3．剰余金の配当等の決定に関する方針

株主還元については、業績の動向、財務状況、今後の事業展開等を総合的かつ長

期的に勘案して、持続的かつ安定的な配当に努めていきます。

当期の期末配当につきましては、2025年10月14日開催の当社取締役会において、

以下のとおり決議しております。

（1）配当財産の種類

金銭

（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき25円 総額53,318,500円

なお、中間配当金として１株につき25円お支払いいたしておりますので、

当期の年間配当金は１株につき50円となります。

（3）剰余金の配当が効力を生じる日

2025年11月27日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

(注) 本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
(2025年８月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 )

流 動 資 産 1,136,232 流 動 負 債 739,163

現 金 及 び 預 金 659,350 買 掛 金 10,503

売 掛 金 44,935 １年内返済予定の長期借入金 284,580

営 業 未 収 入 金 7,927 未 払 金 54,091

商 品 及 び 製 品 276,037 未 払 費 用 36,662

原材料及び貯蔵品 32,105 未 払 法 人 税 等 126,161

前 渡 金 52,158 未 払 消 費 税 等 78,757

前 払 費 用 38,441 前 受 金 138,725

そ の 他 25,475 預 り 金 6,639

貸 倒 引 当 金 △199 賞 与 引 当 金 1,277

そ の 他 1,764

固 定 資 産 6,922,335 固 定 負 債 1,563,894

有 形 固 定 資 産 6,465,463 長 期 借 入 金 740,720

建 物 3,449,367 役員退職慰労引当金 12,716

構 築 物 243,824 受 入 保 証 金 259,676

機 械 及 び 装 置 162,876 資 産 除 去 債 務 450,662

車 両 運 搬 具 750 繰 延 税 金 負 債 100,119

工具、器具及び備品 37,277

土 地 2,571,366

負 債 合 計 2,303,058

無 形 固 定 資 産 14,885 （純 資 産 の 部）

ソ フ ト ウ エ ア 9,073 株 主 資 本 5,755,510

そ の 他 5,812 資 本 金 4,300

資 本 剰 余 金 1,025,937

投資その他の資産 441,987 資 本 準 備 金 465,937

出 資 金 6,531 その他資本剰余金 560,000

長 期 前 払 費 用 2,603 利 益 剰 余 金 5,224,009

敷金及び保証金 432,852 利 益 準 備 金 25,000

その他利益剰余金 5,199,009

固定資産圧縮積立金 459,953
別 途 積 立 金 2,450,000
繰越利益剰余金 2,289,056

自 己 株 式 △498,736

純 資 産 合 計 5,755,510

資 産 合 計 8,058,568 負債・純資産合計 8,058,568

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(2024年９月１日から
2025年８月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高

製 品 売 上 高 537,913

賃 貸 事 業 収 入 1,402,591

ホ テ ル 売 上 高 350,746 2,291,251

売 上 原 価

製 品 売 上 原 価 314,178

賃 貸 事 業 原 価 684,588

ホ テ ル 売 上 原 価 231,578 1,230,345

売 上 総 利 益 1,060,905

販売費及び一般管理費 544,784

営 業 利 益 516,121

営 業 外 収 益

受 取 利 息 203

為 替 差 益 258

受 取 手 数 料 1,324

そ の 他 2,973 4,760

営 業 外 費 用

支 払 利 息 5,995

そ の 他 123 6,118

経 常 利 益 514,762

税 引 前 当 期 純 利 益 514,762

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 201,115

法 人 税 等 調 整 額 △24,538

当 期 純 利 益 338,186

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2024年９月１日から
2025年８月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他資
本剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金

固定資産
圧縮積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

2024年９月１日残高 4,300 465,937 560,000 1,025,937 25,000 487,457 2,450,000 2,037,249

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △27,503 27,503

剰 余 金 の 配 当 △113,883

当 期 純 利 益 338,186

自己株式の取得

事業年度中の変動額合計 － － － － － △27,503 － 251,806

2025年８月31日残高 4,300 465,937 560,000 1,025,937 25,000 459,953 2,450,000 2,289,056

株主資本

純資産合計
利益剰余金合計 自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

2024年９月１日残高 4,999,707 △475,216 5,554,727 5,554,727

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩

剰 余 金 の 配 当 △113,883 △113,883 △113,883

当 期 純 利 益 338,186 338,186 338,186

自己株式の取得 △23,520 △23,520 △23,520

事業年度中の変動額合計 224,302 △23,520 200,782 200,782

2025年８月31日残高 5,224,009 △498,736 5,755,510 5,755,510

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券

その他有価証券
市場価格のない株式等
以外のもの

……決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全
部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）

市場価格のない株式等……移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産
商品及び製品……移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）

原材料及び貯蔵品……移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下
げの方法）

2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） 定率法

但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設
備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附
属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ２～50年
機械装置及び運搬具 ４～17年
工具、器具及び備品 ２～20年

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内におけ
る利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
す。

3. 引当金の計上基準
(1) 貸 倒 引 当 金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
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(2) 賞 与 引 当 金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度
に見合う分を計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要
支給額を計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準

当社は、服飾事業のほか、物流倉庫等の不動産の賃貸や倉庫の屋根を活用した

太陽光発電を行う賃貸・倉庫事業、ホテルレイクアルスターでの宿泊、料飲サー

ビスの提供を行うホテル事業を営んでおります。主な履行義務の内容及び当該履

行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりで

あります。

服飾事業では、顧客との販売契約に基づいて商品を引き渡す履行義務を負って

おります。当該履行義務は、商品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品に

対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しておりま

す。

賃貸・倉庫事業のうち不動産の賃貸については、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号 2007年3月30日。以下「リース会計基準」という。）等

に従い収益を認識しています。また、太陽光発電による電力の販売については、

発電した電気を顧客との契約において供給した時点で履行義務を充足したと判断

し、発電量に応じて契約に定められた金額に基づいて収益を認識しております。

ホテル事業においては、宿泊、宴会、レストラン及びこれらに附帯するサービ

スを顧客に提供しており、顧客サービスを提供した時点で履行義務が充足される

ことから、当該時点で収益を認識しております。

なお、取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な

金融要素は含まれておりません。

（会計上の見積りに関する注記）

（賃貸・倉庫事業に係る固定資産の減損）

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

賃貸・倉庫事業に係る有形固定資産 5,917,003千円

賃貸・倉庫事業に係る無形固定資産 737千円

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項

当社の賃貸・倉庫事業に係る固定資産の減損の兆候の有無を把握するにあた

り、各物件を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位としてグルーピ

ングしております。

各資産グループの固定資産は、減損の兆候があると認められた場合には、資

産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比

較することによって、減損損失の認識の要否を判定します。その結果、割引前

将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要と判
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断された場合、帳簿価額を回収可能価額（正味売却価額と使用価値のいずれか

高い方の金額）まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上します。

割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおいては、翌事業年度の予算を基

礎として、各物件の稼働率、修繕等の計画を主要な仮定として織り込んでおり

ます。また、正味売却価額については、外部の専門家による不動産鑑定評価に

基づく評価額を利用しております。

これらの仮定は、経済環境の変化等によって影響を受ける可能性があり、主

要な仮定に見直しが必要となった場合には、翌事業年度の減損損失の認識の判

定及び測定される減損損失の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

なお、当期の減損損失の計上はありません。

（貸借対照表に関する注記）

1． 有形固定資産の減価償却累計額 4,043,267千円

2． 担保に供している資産

建 物 357,696千円

構 築 物 1,158千円

土 地 1,981,725千円

合 計 2,340,580千円

上記に対応する債務

１年内返済予定の長期借入金 224,580千円

長期借入金 650,720千円

合 計 875,300千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

1.当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 2,901,000株

2.自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 752,260 16,000 － 768,260

3．配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総
額（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2024 年 10 月 11 日
取 締 役 会

普通株式 60,164 28.00
2024年
８月31日

2024年
11月28日

2025 年 ４月 14 日
取 締 役 会

普通株式 53,718 25.00
2025年
２月28日

2025年
５月13日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度とな

るもの

決議
株式の
種類

配当の
原資

配当金の総
額（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2025 年 10月 14 日
取 締 役 会

普通株式 利益剰余金 53,318 25.00
2025年
８月31日

2025年
11月27日

（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

棚卸資産評価損 7,231千円

賞与引当金 441千円

未払事業税 10,578千円

土地評価損 59,985千円

役員退職慰労引当金 4,501千円

資産除去債務 159,534千円

減価償却超過額 79,569千円

その他 1,125千円

小計 322,969千円

評価性引当額 △64,487千円

繰延税金資産合計 258,482千円

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △106,970千円

固定資産圧縮積立金 △251,630千円

繰延税金負債合計 △358,601千円

繰延税金負債純額 △100,119千円
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（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取り組み方針

当社は、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達し

ております。デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク回避を目

的とし、仕入コストの安定化のために実施することとしており、投機的な取

引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにその管理体制

営業債権である売掛金及び営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されて

おります。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行

うとともに、回収遅延債権については、定期的に各担当役員へ報告され、個

別に把握及び対応を行う体制としております。

営業債務である買掛金は、ほとんどが１年以内の支払期日であります。一

部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。

長期借入金のうち、固定金利によるものについては、金利の変動リスクに

は晒されておりません。変動金利によるものについては、金利の変動リスク

を回避するため金利の状況を把握し、継続的に見直しをしております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる

前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項

2025年８月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

ては、次のとおりであります。また、現金及び預金、売掛金、営業未収入金

並びに買掛金、未払金、未払法人税等及び未払消費税等は、短期間で決済さ

れるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

敷金及び保証金 432,852 253,372 △179,480

資産計 432,852 253,372 △179,480

長期借入金（※1） 1,025,300 962,428 △62,871

負債計 1,025,300 962,428 △62,871

（※1） １年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

(注) １．金銭債権の決算日後の償還予定額

1年以内

（千円）

1年超5年以内

（千円）

5年超10年以内

（千円）

10年超

（千円）

現金及び預金 659,350 － － －

売掛金 44,935 － － －

営業未収入金 7,927 － － －

敷金及び保証金 － 3,932 86,860 342,060

合計 712,214 3,932 86,860 342,060

２．長期借入金の決算日後の返済予定額

1年以内

（千円）

1年超2年以内

（千円）

2年超3年以内

（千円）

3年超4年以内

（千円）

4年超5年以内

（千円）

5年超

（千円）

長期借入金 284,580 271,920 225,600 96,000 46,200 101,000
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応

じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場に

おいて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関

する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイ

ンプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時

価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した

時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用してい

る場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのう

ち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類

しております。

(1）時価で貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

(2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 － 253,372 － 253,372

長期借入金 － 962,428 － 962,428

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

（資産）

（敷金及び保証金）

これらの時価については、返還予定時期を合理的に見積り将来キャッシュ・

フローを国債の利回りで割り引いて算定しており、レベル２の時価に分類してお

ります。

（負債）

（長期借入金）

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想

定される利率で割引いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（賃貸等不動産に関する注記）

賃貸等不動産の状況及び時価に関する事項

1. 賃貸等不動産の概要

当社は、大阪府において、賃貸用の倉庫（土地を含む）等を有しております。

2. 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当事業年度における主な変動並びに決算

日における時価及び当該時価の算定方法
（単位：千円）

貸借対照表計上額
当事業年度末

における時価
当事業年度期首残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高

5,641,350 △129,390 5,511,960 6,064,724

（注）1．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2. 時価の算定方法

当事業年度末における時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑
定評価書に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。)であ
ります。

3. 賃貸等不動産に関する損益

当該賃貸等不動産に係る賃貸損益は、718,003千円であります。賃貸収益は売

上高に、賃貸費用は主に、減価償却費、租税公課等であり売上原価に計上され

ております。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。
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（収益認識に関する注記）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

報告セグメント
合 計

服飾事業
賃貸・倉庫

事業
ホテル事業

服飾雑貨 537,913 － － 537,913

太陽光発電 － 69,871 － 69,871

ホテル － － 350,746 350,746

その他 － 3,302 － 3,302

顧客との契約から
生じる収益

537,913 73,174 350,746 961,834

そ の 他 の 収 益
（注）

－ 1,329,417 － 1,329,417

外部顧客への売上
高

537,913 1,402,591 350,746 2,291,251

（注）その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基
づく、賃貸収入等が含まれております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針に係る事項に関す

る注記） ４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

（１株当たり情報に関する注記）

1. １株当たり純資産額 2,698円 65銭

2. １株当たり当期純利益 157円 58銭

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2025年10月14日
株式会社カワサキ
取締役会 御中

監査法人和宏事務所
大阪府大阪市

代表社員
業務執行社員

公認会計士 平 岩 雅 司

業務執行社員 公認会計士 和 田 泰 史

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社カワサキの2024年９月1日か

ら2025年８月31日までの第54期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を
行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備
及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ
るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候
があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去す
るための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード
を適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。
以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2024年９月１日から2025年８月31日までの第54期事業年度における取締役の

職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決

議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、会社の内部監査部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務
の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
社及び重要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いた
しました。

2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認

められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の遂行についても、指摘す
べき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人和宏事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年10月24日
株式会社カワサキ 監査等委員会

監 査 等 委 員 明 松 英 之

監 査 等 委 員 逵 吉 隆

監 査 等 委 員 小 西 勝

(注)監査等委員明松英之、逵吉隆及び小西勝は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定
する社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案 監査等委員以外の取締役２名選任の件

監査等委員以外の取締役（以下、本議案において「取締役」といいます。）全員

（２名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役２名の選任

をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案については、監査等委員会から全ての取締役候補者について適任

である旨の意見を得ております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当
社株式の数

１
川
か わ さ き

崎 久
ひ さ の り

典
(1973年１月29日)

1995年４月 中小企業金融公庫
（現㈱日本政策金融公庫）入庫

2000年４月 当社入社
2000年８月 オーアンドケイ㈱

代表取締役社長
2003年11月 当社取締役
2015年８月 当社退社
2019年10月 当社入社

当社社長室室長
2020年11月 当社取締役
2021年６月 当社代表取締役社長（現任）

現在に至る

140,000株

２
片
か た お か

岡 英
ひ で た か

隆
(1960年３月23日)

2015年２月 当社入社
2015年７月 当社東京支店長(現任）
2022年９月 当社営業部長

（現営業統括）（現任）
2022年11月 当社取締役（現任）

現在に至る

2,000株

（注）各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
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第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了と

なりますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じま
す。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当
社株式の数

１
明 松
か が り

英
ひ で ゆ き

之

(1983年11月７日)

2007年12月 有限責任あずさ監査法人入所
2014年10月 明松英之公認会計士事務所開設

同事務所代表（現任）
2021年11月 当社取締役(監査等委員)(現任)

現在に至る

0株

２
逵
つじ

吉
よ し た か

隆

(1969年６月８日)

1992年４月 逵登記測量事務所入所（現任）
1995年12月 司法書士登録
2021年11月 当社取締役(監査等委員)(現任)
2022年12月 逵登記測量事務所代表（現任）

現在に至る

10,600株

３
小
こ に し まさる

西 勝

(1974年１月25日)

1996年４月 カツヤマキカイ㈱ 入社
2001年７月 大阪社労士事務所 入所
2003年７月 社会保険労務士 登録

総合事務所ネクスト（現 エアーズ社
会保険労務士法人）設立
同事務所代表（現任）

2017年11月 当社取締役(監査等委員)(現任)
現在に至る

300株

（注）1.各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2.明松 英之氏、逵 吉隆氏、小西 勝氏は社外取締役候補者であります。
3.明松 英之氏は公認会計士の資格を有しております。財務及び会計に関し相当程度の知見があ
り、幅広い知識と見識を有しておられ、それらを当社の監査業務に活かしていただけるものと
判断し、社外取締役候補者といたしました。同氏は、過去に、直接会社経営に関与した経験は
ありませんが、上記理由から当社社外取締役に適任であると判断し、選任をお願いするもので
あります。

4.逵 吉隆氏は司法書士の資格を有しております。法律に関し相当程度の知見があり、幅広い知
識と見識を有しておられ、それらを当社の監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外
取締役候補者といたしました。同氏は、過去に、直接会社経営に関与した経験はありません
が、上記理由から当社社外取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

5.小西 勝氏は社会保険労務士の資格を有しております。労務に関し相当程度の知見があり、幅
広い知識と見識を有しておられ、それらを当社の監査業務に活かしていただけるものと判断
し、社外取締役候補者といたしました。同氏は、過去に、直接会社経営に関与した経験はあり
ませんが、上記理由から当社社外取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであり
ます。

6.当社は、明松 英之氏、逵 吉隆氏、小西 勝氏が監査等委員である取締役に就任した場合、
会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を継続する予定であり、当該契約に基づく監査等
委員である取締役の責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となりま
す。また、各氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、当社は各氏を東京証券取引所の
定めに基づく独立役員とする予定であります。

7.明松 英之氏、逵 吉隆氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、その在
任期間は、本総会終結の時をもって４年であります。

8.小西 勝氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、その在任期間は、本総
会終結の時をもって８年であります。
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第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、予

め補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当
社株式の数

大
お お つ き

槻 信
の ぶ お

夫
(1972年２月８日)

1998年２月 ㈱エーアイテイー入社
2014年９月 愛特(香港)有限公司 董事（現任）
2017年１月 台湾愛意特国際物流股份有限公司

董事（現任）
2019年３月 日新運輸㈱ 取締役（現任）
2020年５月 ㈱エーアイテイー 取締役（現任）

現在に至る

0株

（注）1.補欠の監査等委員である取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2.大槻 信夫氏は補欠の社外取締役候補者であります。
3.大槻 信夫氏は㈱エーアイテイーでの取締役としての任務を通じて、貿易業務に関し、豊富な
経験と高度な知識を有していることから、それらを当社の監査業務に活かしていただけるもの
と判断し、選任をお願いするものであります。

4.当社は大槻 信夫氏が監査等委員である取締役に就任した場合、大槻 信夫氏との間で会社法
第427条第１項に基づく責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく監査等委
員である取締役の責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となります。

以 上
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泉大津駅

正木美術館

臨海線

新浜東交差点

岸和田自動車教習所
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岸和田北
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株主総会会場ご案内図

会場 大阪府泉北郡忠岡町新浜２丁目９番10号

当社 ６階ホール（カワサキプラザ）

電話番号（072）439-8011

交通 ◎南海本線「泉大津」駅からタクシーにご乗車ください。

「忠岡町新浜の㈱カワサキ」とご指示ください。

◎阪神高速道路４号湾岸線の岸和田北出口すぐ(駐車場有)
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